
目
14
‐
１
）

お
問
い
合
わ
せ
先

広
島
県
立
三
次
高
等
技
術
専
門
校

☎
０
８
２
４
‐
62
‐
３
４
３
９　

安
芸
高
田
市
戦
没
者
追
悼
式

並
び
に
平
和
祈
念
式
典

社
会
福
祉
課
☎
42
‐
５
６
１
５

趣
旨

　
本
市
の
戦
没
者
に
哀
悼
の
意
を

表
し
、
今
日
平
和
を
享
受
で
き
る

幸
せ
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
恒

久
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
、
市
民

参
加
の
追
悼
式
並
び
に
平
和
祈
念

式
典
を
行
い
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

日
時
　
11
月
10
日
（
木
）

　
　
　
10
：
00
～

場
所
　
ク
リ
ス
タ
ル
ア
ー
ジ
ョ

大
ホ
ー
ル

主
催
　
安
芸
高
田
市
遺
族
連
合
会

平
成
28
年
８
月
28
日
執
行

本
郷
財
産
区
議
会
議
員
一
般

選
挙
の
結
果

選
挙
管
理
委
員
会
☎
42-

１
１
３
６

　
平
成
28
年
８
月
23
日
、
立
候
補

の
届
出
を
締
め
切
っ
た
と
こ
ろ
、

立
候
補
者
の
数
が
定
数
を
超
え
な

か
っ
た
た
め
、
投
票
は
行
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

・
本
郷
財
産
区
議
会
議
員
一
般
選

挙
の
当
選
者(

定
数
12)

　
小
島
　
正
記
　

　
朧
　
祐
介

　
日
野
　
勝
利
　

　
小
出
　
章

　
立
川
　
輝
明
　

　
岩
村
　
好
治

　
山
田
　
穗
　
　

　
師
岡
　

基

　
佐
々
木
　
和
正

　
西
村
　
洋
三

　
鉃
井
　
彰
悟

　
室
坂
　
憲
治

(

届
出
順)

投
票
所
の
一
部
変
更

選
挙
管
理
委
員
会
☎
42-

１
１
３
６

　
平
成
28
年
11
月
13
日
執
行
予
定

の
市
議
会
議
員
一
般
選
挙
よ
り
、

投
票
日
当
日
の
投
票
所
を
一
部
変

更
し
ま
す
。

●
八
千
代
第
３
投
票
所

「
下
根
集
会
所
」
へ
変
更
し
ま
す

(

八
千
代
町
下
根
６
１
４
番
地
１)

※
該
当
地
区

宮
の
下
、
宮
の
上
、
古
屋
、
国
安
、

中
の
谷
、
実
宗
、
出
口
東
・
出
口

中
、
出
口
西
、
寺
の
下
、
高
平
寺
、

上
高
平
寺
、
殿
前
市
営
住
宅

※
投
票
時
間
　
７
：
00
～
18
：
00

「
選
挙
公
報
」
郵
送

〜
ご
希
望
の
方
へ
選
挙
公
報
を
郵

送
い
た
し
ま
す
〜

選
挙
管
理
委
員
会
☎
42-

１
１
３
６

　
候
補
者
の
政
見
な
ど
を
掲
載
し

た
、「
選
挙
公
報
」
の
配
布
は
、
新

聞
折
込
及
び
市
役
所
本
庁
・
各
支

所
へ
の
設
置
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
新
聞
を
購
読
さ
れ
て
い
な
い
、

新
聞
の
折
込
が
入
ら
な
い
等
の
理

由
に
よ
り
「
選
挙
公
報
」
の
郵
送

を
ご
希
望
の
方
に
は
、
郵
送
い
た

し
ま
す
の
で
、
送
付
先
を
事
前
に

選
挙
管
理
委
員
会
へ
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

※
無
投
票
と
な
っ
た
場
合
に
は
選

挙
公
報
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
。

宝
く
じ
の
助
成
金
で
備
品
を

整
備政

策
企
画
課
☎
42
‐
５
６
１
２

　
平
成
28
年
度
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
（
一
般
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

事
業
）
を
活
用
し
て
、
地
区
振
興

会
が
備
品
を
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業

は
、
一
般
財
団
法
人
自
治
総
合
セ

ン
タ
ー
が
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広

報
事
業
と
し
て
、
宝
く
じ
の
受
託

事
業
収
入
を
財
源
と
し
て
実
施

し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
必
要

な
設
備
や
備
品
の
整
備
な
ど
に
対

し
て
助
成
し
て
い
ま
す
。

「
吉
田
地
区
振
興
会
」

整
備
内
容
　
法
被
、
天
吊
り
エ
ア

コ
ン
、
壁
掛
け
エ
ア
コ
ン
、
ア
ル

ミ
ベ
ン
チ
、
テ
ン
ト

成
年
後
見
セ
ミ
ナ
ー
・
相
談

会
の
開
催
　
　

高
齢
者
福
祉
課
☎
47
‐
１
２
８
１

　「
成
年
後
見
制
度
」や「
終
活（
人

生
の
終
わ
り
を
よ
り
良
い
も
の
と

す
る
た
め
、
事
前
に
準
備
を
行
う

こ
と
）」
を
ご
存
知
で
す
か
。

　「
成
年
後
見
制
度
」
に
は
、
判

断
能
力
が
低
下
す
る
前
に
自
分
で

準
備
を
し
て
お
く
「
任
意
後
見
制

度
」
が
あ
り
ま
す
。

　「
任
意
後
見
制
度
」
や
「
終
活
」

を
と
お
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
人
生

を
自
分
ら
し
く
生
き
て
い
く
た
め

の
方
法
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

　
講
演
会
終
了
後
、
希
望
者
を
対

象
と
し
た
「
成
年
後
見
相
談
会
」

も
あ
り
ま
す
。（
要
事
前
申
込
み
）

日
時
　
12
月
14
日
（
水
）

　
　
　
13
：
30
～
16
：
00

会
場
　
ク
リ
ス
タ
ル
ア
ー
ジ
ョ

４
階
　
小
ホ
ー
ル

【
講
演
会
】　
13
：
30
～
15
：
00

演
題
「
事
例
か
ら
読
み
取
る
身
近

な
終
活
～
自
分
ら
し
い
こ
れ
か
ら

の
生
き
方
～
」

講
師
　
公
益
社
団
法
人
成
年
後
見

セ
ン
タ
ー
　
リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
　

広
島
支
部
　
副
支
部
長
　

清
水
　
佐
智
子
さ
ん

対
象
者
　
ど
な
た
で
も
参
加
可
能

参
加
費
　
無
料

【
相
談
会
】
15
：
00
～
16
：
00

相
談
員
　
広
島
県
社
会
福
祉
士
会

ぱ
あ
と
な
あ
ひ
ろ
し
ま
会
員

相
談
時
間
　
１
人
約
20
分

相
談
料
　
　
無
料

申
込
期
限
　
12
月
８
日
（
木
）

申
込
及
び
お
問
い
合
わ
せ
先

　
安
芸
高
田
市
社
会
福
祉
協
議
会
　

☎
47
‐
１
１
３
１

お
知
ら
せ
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25
万
円
　
５
年
償
還
の
記
名
国
債
）

が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
基

準
日
に
お
い
て
、
公
務
扶
助
料
や

遺
族
年
金
等
の
受
給
権
を
有
す
る

遺
族
が
い
な
い
場
合
に
限
り
ま
す
。

　
な
お
、
請
求
期
間
は
、
平
成
30

年
４
月
２
日
ま
で
で
す
。
お
早
め

に
手
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
す
で
に
請
求
を
さ
れ
た
方
へ

現
在
、
県
で
は
申
請
書
類
の
審
査

を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
審
査
件
数

が
多
い
た
め
、
国
債
が
交
付
さ
れ

る
ま
で
1
年
以
上
の
期
間
を
要
し

て
い
ま
す
。
ご
心
配
を
お
か
け
し

て
お
り
ま
す
が
、
今
し
ば
ら
く
お

待
ち
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

農
業
用
軽
油
免
税
証
交
付
申

請
の
受
付

広
島
県
西
部
県
税
事
務
所
個
人
課
税
課

☎
０
８
２
‐
２
２
８
‐
２
１
１
１

（
内
線
５
３
６
６
）

日
時
　
11
月
８
日
（
火
）、
９
日

（
水
） 

　
10
：
30
～
15
：
30

場
所
　
ク
リ
ス
タ
ル
ア
ー
ジ
ョ
　

４
階
　
研
修
室
４
０
２

※
申
請
に
は
、
提
出
書
類
な
ど
必

要
な
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳

し
く
は
、
広
島
県
西
部
県
税
事
務

所
個
人
課
税
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

意
思
疎
通
支
援
資
格
試
験
受

験
費
用
の
助
成

社
会
福
祉
課
☎
42-

５
６
１
５

　
聴
覚
な
ど
に
障
害
の
あ
る
方
を

支
援
す
る
意
思
疎
通
支
援
者
の
次

の
資
格
試
験
を
受
験
さ
れ
た
方

に
、
受
験
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

・
手
話
通
訳
者
全
国
統
一
試
験 

・
全
国
統
一
要
約
筆
記
者
認
定
試
験

対
象
者
（
①
～
③
の
全
て
に
該
当

す
る
方
）

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
方 

②
市
の
意
思
疎
通
支
援
登
録
者
と

し
て
活
動
が
可
能
な
方

③
受
験
費
用
に
つ
い
て
他
の
補
助

を
受
け
て
い
な
い
方

助
成
額
　
資
格
試
験
の
受
験
料

※
資
格
試
験
終
了
後
の
申
請
と
な

り
ま
す
。
申
請
の
際
、
受
験
票
の

写
し
及
び
受
験
料
の
領
収
書
の
写

し
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
資
格
試
験
の
結
果
は
問
い
ま
せ
ん
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
免
除

社
会
福
祉
課
☎
42
‐
５
６
１
５

　
次
に
該
当
す
る
方
に
対
し
て
、

免
除
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※
申
請
が
必
要
で
す
。（
申
請
後

に
免
除
基
準
に
該
当
し
な
く
な
っ

た
場
合
は
、
再
度
基
準
に
該
当
し

た
と
き
に
改
め
て
申
請
が
必
要
で

す
。）

全
額
免
除

身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お

持
ち
の
方
が
い
る
世
帯
で
、
世
帯

構
成
員
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の

場
合

半
額
免
除

①
～
⑤
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
該
当

の
方
が
世
帯
主
で
受
信
契
約
者
の

場
合

①
身
体
障
害
者
手
帳
の
視
覚
障
害

１
～
６
級

②
身
体
障
害
者
手
帳
の
聴
覚
障
害

１
～
６
級

③
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

④
療
育
手
帳
Ⓐ
・
Ａ

⑤
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級軽
度
・
中
等
度
難
聴
児
補
聴

器
購
入
費
助
成

社
会
福
祉
課
☎
42
‐
５
６
１
５

　
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

と
な
ら
な
い
軽
度
・
中
等
度
の
難

聴
児
の
方
に
対
し
て
、
補
聴
器
の

購
入
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
支

給
し
ま
す
。

※
購
入
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
者
（
①
～
③
の
全
て
に
該
当

す
る
方
）

①
市
内
に
居
住
し
て
い
る
18
歳
未

満
の
方

②
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
30
デ
シ

ベ
ル
以
上
70
デ
シ
ベ
ル
未
満
の
方

③
聴
覚
障
害
に
よ
る
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
対
象
者
で
な
い
方

※
世
帯
の
中
に
市
民
税
所
得
割
額

46
万
円
以
上
の
方
が
い
る
場
合

は
、
対
象
外
に
な
り
ま
す
。

※
両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
70
デ
シ

ベ
ル
以
上
の
方
は
障
害
者
手
帳
の

交
付
対
象
に
な
り
ま
す
。

補
助
金
額

購
入
金
額
と
基
準
額
を
比
較
し

て
、
少
な
い
金
額
の
２
／
３

（
１
０
０
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

補
助
対
象

新
た
に
補
聴
器
の
購
入
ま
た
は
更

新
す
る
た
め
の
経
費

※
補
聴
器
装
用
効
果
の
高
い
側
へ

の
片
側
装
用
を
原
則
と
し
ま
す
。

※
修
理
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

第
十
回
戦
没
者
等
の
遺
族
に

対
す
る
特
別
弔
慰
金
の
請
求

社
会
福
祉
課
☎
42
‐
５
６
１
５

　
戦
没
者
の
遺
族
（
子
（
胎
児
含

む
）・
兄
弟
・
三
親
等
内
親
族
等
で

戦
没
当
時
に
生
ま
れ
て
い
た
方
）

お
１
人
に
、
特
別
弔
慰
金
（
額
面

く
だ
さ
い
。

公
用
車
の
売
却

財
産
管
理
課
☎
42-

５
６
１
３

　
市
は
、
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
が
提

供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
シ

ス
テ
ム
を
利
用
し
て
、
市
が
所
有

す
る
公
用
車
を
一
般
競
争
入
札
に

よ
り
売
却
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
及
び
ヤ
フ
ー･

オ
ー
ク
シ
ョ
ン

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
10
月
25
日
よ
り
掲
載
し
て
い
ま
す
）

【
出
品
物
】
公
用
車
　
１
台

【
参
加
申
込
み
期
間
】

　
　
　
10
月
25
日
（
火
）
～

　
　
　
11
月
10
日
（
木
）

【
入
札
期
間
】

　
　
　
11
月
25
日
（
金
）
～

　
　
　
12
月
２
日
（
金
）　
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